
紙等発行

、ＤＶ防止講 、ＤＶ防止講 、ＤＶ防止講 、市民意識調 、計画中間見

座等 座等 座等 査等 直し

事　業　費 2,073 5,788 2,786 4,644 5,756

財
源
内
訳

国庫支出金 0 0 0 0 0

県支出金 0 0 0 0 0

起　　　債 0 0 0 0 0

そ　の　他 0 0 0 0 0

一般財源 2,073 5,788 2,786 4,644 5,756

人　件　費 10,340.48 13,011.2 13,011.2 13,011.2 16,435.2

投入 常勤職員 1.51人 1.9人 1.9人 1.9人 2.4人

人員 非常勤職員 0.55人 0.1人 0.1人 0.1人 0.1人

事業費＋人件費 12,413 18,799 15,797 17,655 22,191

指標名 単位 説明・算定式 Ｈ３０目標 Ｒ１目標 Ｒ２目標

目
標
達
成
状
況

Ｈ３０実績 Ｒ１実績 Ｒ２実績

活動 職員男女共同参画研修会の開催
回

職員男女共同参画研修会 1 1 1

① の開催回数 1 1 －

活動 DVに関する啓発
回

DVに関する啓発活動数 10 23 30

② 21 25 －

成果 役付職員に占める女性の割合
％

役付職員（副主幹職以上 35 23.5 26.5

① ）に占める女性の割合 23.2 24.1 －

成果 審議会等の女性委員
％

条例に定めのある審議会 40 30 35

② 等の女性委員の割合 28.4 29.4 －

Ｂ：活動・成果のいずれかを達成した。

目標達成 ＜判断理由＞

職員向けの研修会については予定どおり実施し、DVに関する啓発についても男女共同参画情報紙及びパネル展等の実施により
状況

、活動目標を達成することができた。
の分析

成果指標については、外的要因もあり目標達成には至らなかったが、継続的に庁内に働きかけ、目標達成を目指していく。
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事務事業名 33930 男女共同参画推進事業

担当組織 市民生活部 協働推進課 担当 男女共同参画担当

組織コード
R2 13 04 00

会計･款･項･目･大事業･中事業
R2 01 02 01 20 01 01

記入日 令和 2年 6月10日
R1 13 04 00 R1 01 02 01 20 01 01

１.事務事業の概要

総合振興計画上の位置づけ 実施計画候補

基本目標 07 人が集い心ふれあうまち ● 対象

分野 02 男女共同参画社会

○ 対象外
施策 74 男女共同参画の推進

事業期間 平成２２年度 ～ 令和２年度

男女共同参画社会基本法 戸田市男女共同参画計画（とだ あんさんぶるプラ

根拠法令 戸田市男女共同参画センター条例（H27.4.1廃止） 関連計画 ン）

通 達 等 戸田市男女共同参画推進条例（H28.10.1施行） 施政方針

事業区分 ○ 法定受託事務 ○ 自治事務のうち義務的なもの ● 自治事務のうち任意のもの

対象
市民・事業者

「戸田市男女共同参画推進条例」の基本理念に基づき、市民の意識啓発などを行うことで、誰もが、それぞれの違いや多様

事業目的 な生き方を尊重し、個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を実現することを目的とする。

「第五次戸田市男女共同参画計画」に沿って、啓発活動や研修等の実施、情報紙の発行等を行い、男女共同参画を推進して

いく。また、計画の進捗管理を通して関係各課へ働きかけを行うことで、計画の目標達成を目指していく。

事業内容

実施主体 ■市による単独直営 ■委託 （□3ｾｸ･財団 ■企業 □市民･NPO） ■協働･協力（ 推進委員会 ）

２.実施結果

事
業
の
予
算
・
実
績

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度
執行額（千円） 予算額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円） 計画額（千円）

事 業 内 容

推進委員会、 推進委員会、 推進委員会、 推進委員会、 推進委員会、

情報紙等発行 情報紙等発行 情報紙等発行 情報紙等発行 情報



計画の各施策における年度ごとの実施予定内容などを決定したことで、同計画を推進

するための仕組みを整えることができた。

５.今後の方針

●１現状で継続 ○２拡大して継続 ○３縮小して継続 ○４他事業と統合 ○５休止

○６その他見直し ○令和３年度で終了 ○令和２年度で終了 ○令和元年度で終了

＜判断理由＞

男女共同参画社会の実現のためには、今後も引き続き、啓発事業を実施していく必要がある。

事業の方向性 また、戸田市男女共同参画推進条例が求める「誰もが、それぞれの違いや多様な生き方を尊重し、個性と能力を

十分発揮できる社会を実現することで、豊かでいきいきとくらせるまち」を目指すためには、変化する社会情勢

に対応しながら男女共同参画の推進に努めていく必要があると考える。

戸田市男女共同参画推進委員会において、今後の事業の方向性等について議論を重ねていくとともに、啓発事業

や講座、研修等に引き続き取り組んでいく。また、上戸田地域交流センターとの連携を強化していく。

第五次戸田市男女共同参画計画に基づき、着実な事業進捗を図りながら、様々な分野での男女共同参画を推進す

今後の取組方針 る。
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３.評価結果

評価結果 施策の目標達成に向けて貢献しているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：施策の目標達成に貢献している。

＜判断理由＞
施策への貢献度

本事業において、男女共同参画計画の進行管理や啓発活動等を行い、男女共同参

Ｂ Ｂ Ｂ 画の推進を図っていることから、施策の推進に寄与するものと考える。

評価結果 事業費・人件費の水準は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：経費は適正な範囲である。

＜判断理由＞
経費水準

事業費は研修会、講演会等の講師謝礼、男女共同参画推進委員会の委員報酬、男

Ｂ Ａ Ｂ 女共同参画情報紙「つばさ」の発行に係る費用等であり、経費の精査は十分にな

されている。

評価結果 事業手法は適正か。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：事業手法は適正な内容である。

＜判断理由＞
事業手法

市民、学識経験者等により構成される戸田市男女共同参画推進委員会に意見を伺

Ｂ Ａ Ｂ い、多様な意見を取り入れながら事業を行っている。また、戸田市男女共同参画

庁内検討会議や、男女共同参画の推進拠点である上戸田地域交流センターと連携

しながら事業を進めており、事業手法は効率的・効果的である。

評価結果 受益の公平性と負担の適正化は図られているか。

２９年度 ３０年度 １年度 Ｂ：受益・負担は適正な範囲である。

＜判断理由＞
受益・負担の公平性

全市的に推進する第五次戸田市男女共同参画計画の策定や、全戸配布を実施する

Ｂ Ａ Ｂ 男女共同参画情報紙「つばさ」の発行等、全市民を対象とした事業を実施してお

り、受益・負担は十分な検討を実施している。

４．令和元年度中に実施した見直し内容
性的マイノリティへの支援として、「申請書等における性別欄の見直し方針」を策定した。

また、令和元年度からスタートした第五次戸田市男女共同参画計画の各施策における年度ごとの実施予定内容な

見直し内容 どを決定した。

申請書等の性別欄について、不要な性別欄の削除や性別欄を設ける場合においても合理的な配慮が促進されるこ

とが期待できる。

見直しの効果 第五次戸田市男女共同参画


